
社会福祉法人敬仁会
現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

32 島根県 201 松江市 32201 2280005001113 01 一般法人 01 運営中

社会福祉法人敬仁会

島根県 松江市 佐草町２－２

0852-21-0897 0852-21-0815 2 無

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の評

議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業

http://www.sf-keijinkai.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@sf-keijinkai.or.jp

平成11年9月22日 平成11年9月24日

7名以上～15名以内 12 0

(株)トヤ商事　　代表取締役社長

川上　　大 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

県議会議員・(有)大塾　代表取締役

令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

(株)金見工務店　代表取締役社長

岩田　浩岳 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

県議会議員

石倉　茂美 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

大庭地区体育協会会長

荒木　邦典 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

大庭地区ことぶき会連合会会長

金見　誠司 R3.6.2

安島　　壮 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

安島工業(株)　代表取締役社長

宮廻　康夫 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

(株)太閤堂　代表取締役会長

平塚　洋介 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

(有)はなや不動産コンサルタント　取締役取引士

原田　　守 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

市議会議員・(有)ポイントアンドライン　取締役

野津　和夫 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

大庭公民館長

錦織　伸行 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

市議会議員・(有)錦弘堂食品店　代表取締役

鳥谷　昌平 R3.6.2 令和7年度定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 3

2 無

R3.12.21 令和5年度定時評議員会の終結時まで 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 5
川瀬　珠実

3 その他理事 2 非常勤 令和3年12月21日 社会福祉法人敬仁会 施設長

2 無

R3.6.27 令和5年度定時評議員会の終結時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 2 理事報酬のみ支給 5
杉原　　有

1 理事長 平成20年9月4日 1 常勤 令和3年6月27日 社会福祉法人敬仁会 理事長

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

6名以上～9名以内 7 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

15,727,893

2 無

R3.6.27 令和5年度定時評議員会の終結時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 3 職員給与のみ支給 5
中村　誠

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月27日 司法書士法人中村事務所　所長司法書士

2 無

R3.6.27 令和5年度定時評議員会の終結時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 1 有 3 職員給与のみ支給 5
佐々木　徹

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月27日 社会福祉法人敬仁会 元事務局長

2 無

R3.6.27 令和5年度定時評議員会の終結時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
齋藤　有仁

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月27日 社会福祉法人敬仁会 職員

2 無

R3.12.21 令和5年度定時評議員会の終結時まで 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
矢野　敏明

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月27日 矢野建築設計事務所（有）　代表取締役

2 無

R4.8.1 令和5年度定時評議員会の終結時まで 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 3 職員給与のみ支給 2
廣澤　正樹

3 その他理事 2 非常勤 令和4年8月1日 社会福祉法人敬仁会　職員

4 財務管理に識見を有する者（公認会計士） 5

津戸　富太郎
(有)ホテイ薬局　代表取締役社長 2 無 令和3年6月27日

R3.6.27 令和5年度定時評議員会の終結時まで 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

後藤　勇
公認会計士 2 無 令和3年6月27日

R3.6.27 令和5年度定時評議員会の終結時まで

2名 2 10,000

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(1-2)前会計年度

の会計監査人の監

査報酬額（円）

(1-3)前年度

決算にかかる

定時評議員

会への出席の

有無

(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当該会計年

度の会計監査人の

監査報酬額

（円）

7 1 3

0.3 1.41/4



社会福祉法人敬仁会
現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

令和5年3月29日 12 7 2 0 ①令和5年度事業計画(案)及び予算(案)

令和4年7月28日 12 9 2 0 ①理事の選任

令和4年6月29日 12 9 2 0 ①令和3年度決算報告及び監査報告　②社会福祉充実計画

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

96 1 23

0.7 11.8

令和4年4月18日 9 2 ①評議員候補者の推薦　②評議員選任・解任委員会の招集

令和4年6月13日 9 2 ①令和3年度事業報告及び決算報告並びに監査報告　②社会福祉充実計画　③定時評議員会の招集

3

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和5年3月17日 7 2 ①令和5年度事業計画(案)及び予算(案)　②令和5年度食事の提供業務委託契約　③退職金規定の変更(案）④臨時評議員会の招集

令和4年7月16日 9 2 ①理事の選出　②施設長選任　③臨時評議員会の招集

令和4年11月10日 9 2 ①令和4年度補正予算(案）　②「クレジットカード取扱規程」の新設　③「経理規程」の変更(案）④臨時評議員会の招集

5

後藤　勇

津戸　富太郎

①役職員に対して人権意識醸成の研修がなされていなかった。

②地域における広域的取組しない理由が明確になっていない。

③苦情解決の結果について公表されていない。

④不審者に対する対策マニュアルが作成されていない。

⑤クレジットカード取扱規程が作成されていない。

⑥会計伝票に会計責任者の承認印が無い月があった。

③個人情報に配慮して公表する。

④不審者に対する対策マニュアルが作成する。

⑤クレジットカード取扱規程が作成した。

⑥承認印の押印漏れが無いか再確認する。

①研修企画委員会にて、年間スケジュールに組込みます。

②取り組みを行うか理由を明確にする。

ウ　延べ床面積ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円）

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

2/4



社会福祉法人敬仁会
現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

ウ　延べ床面積

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）
（イ）修繕費合計額（円）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

001 佐草

01030301 軽費老人ホーム ケアハウスやすらぎの里

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 0

ア建設費 0
001 佐草

00000001 本部経理区分 本部

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有 3 自己所有

平成12年4月1日 35 4,809

ア建設費 0
001 佐草

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 大庭デイサービスセンター

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有 3 自己所有

4,660.700

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 52 16,460

ア建設費 平成11年9月24日 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 945

ア建設費 0
001 佐草

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 大庭ヘルパーステーション老人居宅介護事業

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有

イ大規模修繕

001 佐草

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム太陽の里

島根県 松江市 佐草町72-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成14年12月21日 10 0

ア建設費 0
001 佐草

01010303 生活保護施設事業（宿所提供施設） 松江市生活支援ハウス運営受託事業

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有 3 自己所有

平成17年5月16日 12 0

ア建設費 0
001 佐草

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） 太陽の里デイサービスセンター

島根県 松江市 佐草町72-1 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成17年5月1日 9 1,037

ア建設費 0

713.380

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月1日 18 6,375

ア建設費 平成25年3月25日 15,000,000 155,000,000 170,000,000
002 本郷

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム本郷

島根県 松江市 本郷町2-20 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年4月5日 12 2,203

ア建設費 0
003 東出雲

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） 東出雲デイサービスセンター

島根県 松江市 東出雲町意宇南2-5-5 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成25年4月5日 18 5,750

ア建設費 平成25年3月31日 25,000,000 232,000,000 257,000,000 1,098.730
003 東出雲

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム東出雲

島根県 松江市 東出雲町意宇南2-5-5 2 民間からの賃借等 3 自己所有

001 佐草

06321101 （公益）有料老人ホームを経営する事業 有料老人ホーム太陽の里管理受託事業

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10月1日 0 518

ア建設費 0
001 佐草

01040402 障害者支援施設（生活介護） 大庭ヘルパーステーション障害福祉サービス

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有 3 自己所有

平成12年4月1日 0 1,062

ア建設費 0
001 佐草

06260301 （公益）居宅介護支援事業 在宅療養支援センターあんしん

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年4月1日 12 0

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 令和4年4月1日 10 0

ア建設費 0
004 やすらぎ

06321101 （公益）有料老人ホームを経営する事業 住宅型有料老人ホームやすらぎの里

島根県 松江市 佐草町2-2 3 自己所有

イ大規模修繕

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

①令和3年度末をもって松江市からの受託終了のため、松江市生活支援ハウス運営受託事業終了令和4年4月1日より住宅型有料老人ホームやすらぎの里を開設。　②職員の退職により、令和4年8月1日より大庭ヘルパーステーション

を休止。　③職員の退職により、令和4年９月1日よりグループホーム太陽の里を休止。　④職員の退職により、令和５年4月1日より在宅療養支援センターあんしんを休止。　⑤休止中の太陽の里デイサービスセンターを令和4年5月1日

で廃止。

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容 3/4



社会福祉法人敬仁会
現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません） 

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

地域における公益的な取

組⑦（地域住民に対する

福祉教育）

なし なし

コロナ関係で中止。

地域における公益的な取

組⑦（地域住民に対する

福祉教育）

なし なし

コロナ関係で中止。

2 無

338,285,007

0

333,587,283

施設名 直近の受審年度

2 無

2 無

2 無

2 無

2 無

2 無

0

0

0

0

0

0

0

0

0

グループホーム本郷 R4年度

グループホーム東出雲 R4年度

　　　差し支えないとされていますが、令和3年度の計算書類によると、佐草拠点

　　　区分の事業活動資金収支差額がマイナスにも関わらず、本郷拠点区分間

　　　繰入金支出の額と整合していませんので、正しく記載してください。

　　　　　文書指摘通知日　令和５年１月17日

　　　なりません。現在の法令通知等ではいわゆる軽微基準はなく、低額の利益
　　　相反取引の場合であっても、理事会の承認を要します。

　　　　　文書指摘通知日　令和５年１月17日

２．介護報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、事業活動資金

　　　収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が

　　　生じない範囲内において、他の社会福祉事業等へ資金を繰り入れても

１．令和3年6月11日（みなし決議日）の理事会で、株式会社トヤ商事と

　　　令和2年度に行った取引結果について報告されています。取引当事理事　

　　　であった鳥谷昌平氏（現評議員）が同社の代表取締役社長であることか

　　　ら、当該取引は利益相反取引に該当していました。利益相反取引をする

　　　ときは、 理事は理事会において取引の重要な事実を開示して承認を受け

　　　なければならず、取引後は遅滞なく理事会に重要な事実を報告しなければ

２．今後、事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に

　　　資金不足が生じない範囲内において、他の拠点区分への資金の繰り入れを行います。

　　　また、今までは明細書に事業活動計算書の拠点区分間繰入金収益及び費用を記載

　　　していたが、今後は繰入金収入及び繰入金支出を記載する。

　　　差額については非資金取引の為、資金収支計算書には計上されていません。

　　　収入及び繰入金支出を記載する。差額については非資金取引の為、

１．現在は、利益相反取引の可能性のある理事を退任させ評議員とした。今後は、

　　　低額の利益相反取引の場合であっても、理事会の承認を必ず受けることとします。

1 有

2 無

2 無

2 無

2 無

2 無

　　　資金収支計算書には計上されていません。
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